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平成23年6月1日

【給付情201ト93】

人 工血管・心臓移植・人工心臓・ CRT. CRT-Dの障害認定日(情報提供)
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国民年金・厚生年金保険障害認定基準「第 11節 心疾患による障害」における、人工血管・心臓移植・

人工心臓・CRT.CRT-Dの障害認定日について疑義照会があり回答をしましたので内容についてお知らせす

るものです。(本件にかかる疑義照会は、機構本部関係部からのものであり、機構凶N疑義照会掲示板に

は掲載されないため。)

ポイント(肉容)

【照会内容】

平成22年 10月 13日付年発 1013第 1号厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準

の一部改正について」の第 11節 心疾患による障害の2認定要領 (10)により「心臓ペースメーカ一、

又は ICD(植込み型除細動器)又l主人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日が、それらを装着し

た目(初診目から起算して 1年6月以内の目に限る。)とする。」と示されていますが、 (9) ⑤大動脈疾患

の「人工血管を挿入」した場合及び⑦重症心不全の「心臓移植や人工心臓簿を装着」した場合の障害認定

目が示されていないため、ご教示願いたい。

【回答】

人工血管・心臓移植・人工心臓・ CRT(心臓再同期医療機器)・ CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療

機器)については、施術した目が初診目から起算して 1年6月以内の場合は、施術した目をもって障害認

定日として差し支えない。

なお、本件については、年金局からの疑義照会回答があります。 (lllJ添参照)
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